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第８回 倶知安町景観計画・緑の基本計画検討会議

景観地区部会

議事概要

◎日 時 令和３年９月２９日（水） 午後 16 時 30 分～午後 19時 15 分

◎場 所 ホテルニセコアルペン２Ｆ シュプール

◎出席者 策定委員会：笠間部会長、山田委員、カー委員、フィンドレー委員、斎藤委員、沼田委員

（欠席：大久保委員）

傍聴者：１０名

事務局：まちづくり新幹線課 桜井室長、星加係長、傳法係長、横山主事

コンサルタント会社：㈱KITABA 百瀬、関口

１．開会

２．あいさつ（部会長）

（笠間部会長）

・ 時間の余裕を持って本日は 16：30 からということで、遅い時間からのスタートとなるが、本日も

忌憚のないご意見をどうぞよろしくお願いする。

３．議事

（1）資料１ 景観地区のルール見直しについて

（星加係長）

・ 本日は景観地区のルールの見直しと緑化率のシミュレーションについて話したい。

・ 本日いただいたご意見をもとに、次回、本日の意見を参考に具体的な数値を提示できたらと考えて

いる。

・ 資料 1から説明し、景観地区のルールについて（P12）まで説明して意見交換に入る。

■資料１ 景観地区のルール見直しについて（～P12） ＜資料説明＞

＜P2 見直しの背景（確認）＞

・ 改めて景観地区のルール見直しの背景の確認として、リゾートの諸課題があった開発による環境や

自然への負荷、脆弱なインフラに対する周辺への負荷（上下水道）、景観については、緑の減少に

よる質の低下が課題として挙げられる。

・ また、全町の町民 2,000 名へ、昨年の６月に実施した景観についてのアンケートでは、リゾート地

区の今後の開発について「自然環境に配慮した開発量にしてほしい」という意見が約 51％で、次に

「厳しいルールで開発を抑えてほしい」という意見を約 35％いただたいている。

・ 観光地マスタープランにおいても、開発についてのプランが整理されている。

・ 国際的に評価される地域としてブランド価値を高めていくため、開発の激しいエリアの開発総量を

適切にコントロールすることが観光地マスタープランの「質の高い開発の誘導」で示されている。
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・ 現状の景観地区や緩やかな土地利用規制のみでは、開発容量の設定を実現するのは困難であるため、

守るべき自然を守り、景観に配慮し、ブランド価値の毀損の回避を図っていく。そのために、より

集約的なリゾート地を形成していくことが、観光地マスタープランの考え方。

・ それを基に、ベッド数 18,000 の目安が示された。

＜P3 土地利用方針に基づくルールの方向性＞

・ 今まで意見交換を行ってきた中で大きな方向性としては、ある程度ご理解いただいていると思う。

・ リゾート地区の目標像の１つとして豊かな自然環境とあり、これを実現するために現在のルールの

見直しが必要と考え、方向性としては次の４点。

・ ①敷地にゆとりを持たせる、②緑を計画的に残す・配置する、③自然の地形を生かした造成（盛土

等の高さ制限）、④建物の高さのとり方を厳格にしていく、ことが求められると整理している。

・ それぞれの考え方は前回整理したと思うが、４つの階層で考え方を整理しており、拠点型は集積を

図る、低層型は開発を維持し賑わいを支える、維持型はゆとりを持たせて現状の街並みを維持する、

保全型は森林や農業地域などの自然の豊かさを維持する機能を持たせ、低密度な滞在環境を提供し

ながら、森に埋もれるような環境を提示する。

・ エリア単位でボリュームのメリハリをつけていくとしている。

＜P4 地域区分について＞

・ 地域区分について、図の左側が現行で、右側が変更後を示している。

・ 複雑な形だが、今まで図で示していた新しい景観地区のイメージは、前回、前々回のたたき台と大

きく変わってはいない（配布資料（新）景観地区の区域区分図（素案）を示しつつ説明）。

・ 拠点型といわれるところがセンタービレッジ、花園ビレッジⅠ・Ⅱ地区、ワイススキー場地区。

・ 低層型は、密度や賑わいを許容するローワービレッジ地区、山田沿道地区、樺山沿道地区。

・ 古くから開発が進んでいる泉郷のところは維持型として、それを囲うように農地・森林地域となっ

ている。

・ 細かく表示はされているが、大きな区分イメージはこのような形である。

・ P4 新規拡大エリアが２か所ある。ワイススキー場地区に加えて、リゾートゲートウェイ地区はサ

ンモリッツ大橋から国道５号の区間において新しく景観地区を設定していきたい。

＜P5 重点的な見直しを検討している地区② ローワービレッジ地区＞

・ 細かく区分された狭い土地に高密度の建物が林立し、空き地の減少や敷地内に屋外駐車場が隙間な

く配置されていたり、敷地内で駐車場の確保が不十分であることが現状。

・ 課題として、滞在キャパの増加による狭い道路での交通混雑化。また、敷地内での堆雪スペースの

確保が不十分で、それに伴う路上駐車や路上への雪出しの恐れによる交通障害の深刻化の懸念、敷

地内に緑を十分に確保できず、地区全体が無機質な空間になっていることが挙げられる。

・ これらを踏まえた見直し案としては、テーマを「ゆとりと質の高い滞在空間の構築」とし、そうい

った点を強化する方向とし、住宅・宿泊施設における建築物内での駐車場の確保につなげるため、

形態意匠の見直しを検討している。

・ そのために緑化を義務化し、緑化率を 10％程度に設定することで、前面道路における緑化の強化を

考えている。
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・ 緑化率に関してはローワービレッジに関わらず、景観地区全域で考えていきたいと思っている。

・ また、最低敷地面積を設定し、「最低限のゆとり（330 ㎡）を持たせた土地利用」としたい。

・ 高さ制限については、「宿泊施設の機能の維持がこのエリアには求められるため、建築物内に駐車

場を確保している行為について約１層分の制限緩和の検討」としているが、これらの強化への対応

としてまだ案の段階だが、13ｍから 16ｍに、約 1層分引き上げるのはどうかと考えている。

・ 密度とボリュームの考えで、最低敷地面積によって敷地にゆとりを持たせ、緑を計画的に確保でき

れば、密度やボリュームを強化せずとも、良好な滞在環境につながるということで、建ぺい率・容

積率は維持したまま、必然的に確保できるようにしている。

＜P6 重点的な見直しを検討している地区② 保全型＞

・ もう１つ重点的な見直しを検討している地区として、保全型を挙げている。

・ 現状は、大部分が森林地域・農地として、良好な自然環境が保たれていることが挙げられる。

・ そこから、課題は上下水道が整備されていない地域で、集客機能の高い施設による周辺環境への影

響への懸念と、開発に伴う無秩序な緑の喪失、特に森林法の開発行為の許可要件を満たさない開発

による広範囲な森林伐採の恐れが挙げられる。

・ そのための見直しの案として、テーマを「森林開発行為を基本とした負荷を掛けない低密度な滞在

環境の構築」とし、そのための手法として考えた点が４点ほどある。

・ まず、強化として、最低敷地面積の強化で、概ね 1,000 ㎡という記述があるが、森林法開発行為（別

荘型）の分譲区画面積を参考としている。

・ 高さの制限は、森に埋もれ、森と一体化、開けた土地では周辺の自然豊かな景色への印象を抑えた

建築物とし、一部高いエリアがあるため、そこのエリアは抑え目にできないかと考えている。

・ 森林法開発行為では残地森林率が設定されているため、その数値を踏まえて、緑化率を敷地単位に

設定したいと考えている。厳しめの数値を考えているが、この数値の是非については資料２を確認

してからにしていただきたい。

・ ４つ目は建築物の用途で、「高級別荘タイプの分譲に対応したゆとりある滞在空間」としている。

よく HANARIDGE などを引き合いに出しているが、延床面積を 1,000 ㎡以下で考えている。

・ そういうところから「・良好な自然環境の維持、」「・周辺環境への負荷を抑える」「・森に埋もれ

る」、それにより質の高い滞在環境の実現につなげる。

・ そのため、密度とボリュームについて、場合によっては建ぺい率 40%を 30％に、容積率を 200%から

50％に、と現時点で考えていけたらと思っており、森の多いリゾートとして意識してルールを示し

ていきたい。

＜P7 ①敷地にゆとりを持たせる（最低敷地面積）＞

・ P7 は、P3で整理していたものを１つずつ整理した。

・ 敷地にゆとりを持たせる（最低敷地面積）ことを、これまでの会議で整理できたらと考えていたが、

既に土地利用が進んでいるところであり、ある程度地区ごとに細分化された面積の改正案になると

思われたため、このように整理をした。

・ センタービレッジは、これまで設定がなかったため、最低敷地面積を 330 ㎡以上に。

・ 低層型のローワービレッジ地区は、設定なしから 330 ㎡に設定できないか。

・ 維持型は変更なしで考えているが、山田Ⅰ地区は道道から奥に入った（NAC の奥など）沿道地区に
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入るところは、戸建てタイプであるものの、１棟あたりの面積が大きくなってきている傾向にある

ため、勾配屋根制限に対応したゆとりを持たせるために、500 ㎡以上に。

・ 保全型は森林法開発行為を踏まえて 1,000 ㎡に。

＜P8 ②緑を計画的に残す・配置する＞

・ 緑を計画的に残す、配置するルールについて、「リゾート開発に伴う森林地域における無秩序な伐

採、建築物が密集するエリアにおける身近な緑の喪失による滞在空間の質の低下が懸念されること

から、既存木を残す、新たに植樹する等を計画的に確保するため、建築敷地単位による『緑化率』

の設定を検討する」とした。

・ 緑を重点的に配置するための考え方で示している「既存樹木を残置・移植する場合の優遇」、「道路

の前面に緑を配置する場合の優遇」、「間口における最低配置本数の設定」、「芝や花壇における緑化

率の低減」だが、芝や花壇に関しては木を大切に考えていきたいことから、緑化率の積み上げの考

え方を整理している。

・ 拠点型センタービレッジでは低めに 5～10％とし、シンボリックな緑化の確保を最低限として考え

ているが、森林地域もあるため、保全型の基準（50％）で森林を確保することも考えている。

・ 花園ビレッジⅠ地区は、拠点的な場所で森林率 10～20％と抑え目で、それ以外（花園ビレッジⅡ、

ワイススキー場地区）の森林が多くあるところは 50％で考えている。

・ 低層型はゆとりを持たせる観点から、10％で配置できないか。（ここも森林地域は 50％）

・ 維持型としている既存の開発分譲されている場所は 10～20％だが、森林地域を抱えているところ

は 50％で考えている。

・ 保全型は 50％だが、場所によって森林法の開発地域や農地などの森林を抱えていないところで

50％は難しいところ。かえって景観的に違和感のあるものになる可能性もあるため、運用は柔軟に

考えている。

・ その他（全地区）について、森林地域においては、森林施業目的以外での伐採については、伐採制

限率を検討している。

＜P9 ③自然の地形を生かした造成＞

・ 次に自然の地形を生かした造成について。具体的には盛り土に関して、資料にも「近年、起伏の激

しい土地での開発が行われる傾向にあり、周辺景観への影響が懸念されている。特に盛土に関して

は、安全面にも影響を及ぼすことから、制限が必要であると考えており、自然の地形を基本とした

土地利用のルールを敷地単位で設定する」とし、造成に伴う各種制限を検討している。

・ 敷地外の高低差の解消以外に対しての盛り土はやめていただく方向で考えている。

・ のり面の制限に関しては、できるだけ緩やかに勾配 30°以下、高さの設定も行って問題がないかを

検討している。

・ のり面については、盛土は角度の制限を厳しく、一方で切土は制限を緩めに考えている。

・ 擁壁については、垂直のものは高さの制限を考えているものの、ドライエリアや建築物までの通路

確保目的で造られるものについては規制から除くことを考えている。

・ 勾配のある擁壁の高さも設定していけたらと考えている。

・ オープンスペースとなる緑地についても、その他造成行為の制限と、緑地の確保で開発区域の 5％

くらいで設定できないか検討中である。
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＜P10 ④建築物等の高さの取り方を厳格に＞

・ 現状は「・敷地に接する最下点からの高さ」、「・造成により新たに定めた地盤から高さを図ること

が可能」で、そうすることの課題として「・人工的な盛土により、周辺と調和がとれない高さの建

築物」が出てくる。

・ 対応の方針として考えているのは「・開発行為により造成した場合は、面的な造成バランスが伴う

ことから『造成後の地盤からの高さ』」、「・建築行為に伴い造成する場合『造成前と造成後を比較

し、最も低い位置からの高さ』」で考えている。

・ 造成する前と後を比較し、造成後が盛土していれば、造成前の高さがもともと周りに対しての地盤

イメージになるため、それを守ってもらう建築のイメージ。

＜P11 エリア単位でボリュームにメリハリをつける＞

・ 上記①～④と土地利用の方向性から、密度やボリュームの考え方として、拠点型のセンタービレッ

ジ、花園ビレッジⅠ地区では概ね維持ということで良いと思うが、花園ビレッジⅡとワイススキー

場地区の方は、現状を確認し、建ぺい率・容積率を抑えるイメージで見直したいと考えている。

・ 低層型のローワービレッジ、山田・樺山沿道も、先ほど申し上げたとおり維持としたい。

・ 維持型については、現状非常に良好な数字だと考えている。

・ 維持型では、羊蹄の里と、ノースヒルズ地区は維持。パビリオンズやカントリーリゾート地区は、

ゆとりを持たせるよう、今後管理業者とも調整をしながら整理を進めていきたいと考えている。

・ 保全型は、建ぺい 40％を 30％に、容積 300％・200％を 50％にしていく方向で検討している。

＜P12 工作物について＞

・ 工作物ついても整理している。

・ 工作物は建築物に付随するものも当てはまる。広告や風車もここに当てはまり、高架水槽やガスタ

ンクなどの景観への配慮もここで設定することとなる。

・ 駆け足ではあるが、景観地区のルールについては、今迄の流れも踏まえて整理している。

・ 最終的に１～４を踏まえて、建ぺい・容積のボリュームの話が大きいところと思う。これらを踏ま

えてご意見をいただきたい。

＜意見交換＞

（笠間部会長）

・ 色々説明いただいたが、まとめると、 P3「エリア全体のルール見直しの方向性」にある、大きく全

体の景観地区を４つに分けて考えようということ。

・ 地域区分については、今までの景観地区の考え方と変えてこうと、前回まで確認しているところ。

方法としては、今までのルールに対し、新規・維持・拡大・縮小を行い、変更する。

・ P5 でローワービレッジは過密化が進み、駐車場や緑、堆雪場もなくなってきているため、何か手当

ができないかというところ。

・ 保全型は、総量型コントロールという考え方で進めたいが、開発総量のコントロールは日本の法律
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ではできないことから、森を 50％程度残して自然を守っていくという方向で、全体の開発のボリュ

ームを調整できないかというところ。

・ 最後は工作物についての説明だった。これらについて何かご意見はあるか。

（斎藤委員）

・ 容積率を下げることは反対。インパクトがすごく大きい。

・ 容積率を下げた事例は、全国的にもおそらくほとんど皆無である。

・ 今まで投資した方、これから投資しようとしている方を含めてマイナスインパクトが大きい。

・ 場合によっては訴訟に発展する恐れもある。そうなったとき、ブランド価値の毀損にあたらないも

のであるのか疑問。

・ 観光地マスタープランにあるベッド数に合わせて開発を抑制していくという考え方については理

解できる。

・ 宿泊用途の面積制限をすることに関して、斜線制限やその他ルールに係り、結果的に容積が 200％

300％とフルに取り切れていないことが実態である。それに宿泊施設の延床面積 1,000 ㎡の組み合

わせで良いと思う。

・ 緑化は必要だと考える。緑化とこれらを組み合わせると実行面積は限られてくるので、容積を下げ

ることはやめた方が良いと思う。そこまでに留めておくべき。

（笠間部会長）

・ 容積率を下げることに対して、同様の意見は大久保委員からも前回いただいている。日本で容積を

下げることは難しいということだが、保全エリアの目指す姿としては、理想の数値であると考えら

れる。

（斎藤委員）

・ 容積率 200％、300％を 50％に引き下げることはすごいインパクトとなる。そのようなことが、倶

知安町で起こっていると世界の方が知ると、訴訟の可能性や、世界中の投資家へのインパクトがす

ごい。

（山田委員）

・ 工作物について、店舗が行うスピーカーで流す音楽などで、お客さんを誘導しようとするものにつ

いても制限をつけてほしいと思う。

（桜井室長）

・ 他都市の景観計画でも、音に対する規制を盛り込んでいるところはあり、現在検討中である。

・ 音単体というよりは、屋外広告物のところに盛り込めないかと考えている。

・ 景観計画でも基本的方針の方で盛り込んでいきたいと思っている。

（山田委員）

・ 自分自身は、規制されている羊蹄の里に住んでおり、エリアの雰囲気が気に入っていることもあり、

数値を下げるのは良いのではないかと思うが、投資家のことを考えるとどうかということもある。

（カー委員）

・ 保全については賛成だが、今の方向性が全くわからない。
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・ P15 最低敷地面積 1,000 ㎡が１つの考え方としてある。以前に飲食店などの緩和は行わないのか

と話をしていたと思うが、どのように考えているのか。

（星加係長）

・ 最低敷地面積 1,000 ㎡の基準は主に保全型のところなので、森に囲まれたところの話である。セン

タービレッジやローワービレッジ地区とは考え方が異なる。

（カー委員）

・ 飲食店でも最低敷地面積 1,000 ㎡。これがわからない。

・ 会社などはそれで良いかもしれないが、小さな飲食店やショップを建てられる場所も必要。

・ 花園の坐忘林なども良い雰囲気だと感じているが、このルールであれば、宿泊施設は 1,000 ㎡超で

なければならないため、坐忘林のようなものもできないという話。

・ さらに容積を 50％まで下げるとなると、誰が買うのか、開発するのか、道路整備に掛かるのお金は

どうするのか、となり、町が用意するのかというと倶知安町が用意するのはあり得ない話。

・ 保全よりも開発を止めるというような印象に見える。全体のバランスが取れていないように見える。

・ 大きく緑を残そうということについては良いが、保全型のルール案については大反対である。

（フィンドレー委員）

・ 目標が見えていない。

・ 普段、ニセコひらふエリアの色々なところを走って見ているが、自然を守りたいのであれば、ホテ

ルを建てた方がまとまって緑を残せるのではないか。１軒、２軒建つようになると、道路も必要に

なるため、緑がなくなる。

（星加係長）

・ 前回も同じ回答したが、保全型の場所は農地や森林地域である。そのようなところは、インフラが

しっかりと整備されていないところが多い。

・ 宿泊施設を建てる際に、上下水道などは自分たちで対応するという話もあると思うが、貯水する水

や下水の排水に対し、周辺の環境や河川、市街地にどう影響があるのか。

・ 森に囲まれた広い敷地面積に床面積の大きなホテルがぽつんとあるというのは良いと思うが、現実

的に考えると、誘導できないと感じている。

・ ある程度方向性を定めたルールによるコントロールが、観光地マスタープランの考え方であったた

め、それを踏まえての検討を行いたい。

・ 今までも保全型という地域を提案していて、「そういった地域があると良い」と皆さんからご意見

をいただいており、概ね賛成ということであったと思う。

・ 全体的に良好な自然環境のエリアに対し、自分たちが想定できない、コントロールし得ない、土地

利用も生じる可能性があるので、ある程度緑に埋もれた中で建てていただくルールを考えている。

・ 確かに緑に囲まれたところにショップや飲食店があるのも魅力的かもしれないが、建ち並ぶことに

関しては拠点型のところに配置していただきたいという考えである。観光地マスタープランでもそ

のような方向性であったと認識している。そういった人の集まるところに投資をしてもらう。拠点

型に誘導していくというところが、観光地マスタープランの柱である。

・ 保全型エリアの土地の使い方をしっかり考えていきたい。

・ 確かに容積率は切り込みすぎだろうということは理解しているが、１つのメッセージとして、倶知

安町のリゾート地は自然が豊かなところというのが大きな売り（魅力）であり、それを確保してい
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くことが、魅力を守ることにつながる。

・ 先日、建設新聞の中で、「開発圧力が高止まり」という記事が出ており、ある大型のリゾート系の

開発デベロッパーさんのコメントとして、「規制方針には理解を示し、全体の案として可能な限り

森林保護の考えには賛成する」という内容であった。そのため、保全型の整理の必要性を改めて強

く感じた。

（フィンドレー委員）

・ 今の話は、保全型地区の開発を難しくし、反対にペンションビレッジやセンタービレッジなど、既

に現在、混みすぎている、開発が止まっているところに今後開発を行うようにといっている。

・ その地区は、建物などが集積しすぎており、緑が足りないなどの課題を解決させなければならない。

・ 混みすぎているところの駐車スペースの確保や冬季の道路などの問題を解決していくという考え

方で今まで意見を出していた。

（笠間部会長）

・ １つの意見として、保全型としているところはできるだけ緑を残したい。そのため、なるべくホテ

ルなどはひらふやセンタービレッジに集約したい。

・ 一方でスキー場周辺は、交通の問題や過密の問題について解決できていない。課題が解決できてい

ないのに、拠点型に寄せすぎるというのは現実的ではないという意見だと思う。

（カー委員）

・ リゾート地というのは、お客さんのためにあるものである。

・ 開発業者のためでなく、お客さんのために、今は食べるところや買い物できるところについて考え

られていない。

・ 最低敷地面積 1,000 ㎡で考えると、規模が大きく飲食店を建てることができなくなってしまう。

・ 今の町の考えは、お客さんのためになるのだろうか。

（笠間部会長）

・ 開発を進めようとすると、さらに地価が上がって、飲食店などのお店が出せなくなるという考え。

（カー委員）

・ 夏も冬も、お客さんに年中来てもらうというのが最初の考え方だった。

（沼田委員）

・ 考え方が違うと思われる。事務局はスプロール化を制限して、ひらふ地区にリノベーションしてい

こうという考え。開発がどんどん外に広がると、道路も広げなくてはならなくなる。

・ 土地利用の話は、観光地マスタープラン策定の際に、観光協会の人々などこの辺りに住んでいる

方々と、この辺で生業を営む方や居住している方の考えをまとめていった経緯がある。

・ 飲食店も離れたところにあるよりも、スキー場周辺（リゾート地）でまとまったところにある方が、

お客さんの利便性も上がる。

（沼田委員）

・ １３年前に何もルールがない所に、建ぺい・容積の基準を設けたが、そのときに訴訟などは起きて

いなかった。
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・ また、制限ができたことで価値ある環境が保たれるという投資家の意見もある。

（斎藤委員）

・ １３年前に容積率 200％・300％の制限が引かれ、どのくらいの収益となるのかなどの基準ができ、

投資や建築が行われやすくなった。

・ 基準ができて１０数年経ち、それをいきなり４分の１、６分の 1にするといった提案であるため、

インパクトは大きい。

（沼田委員）

・ 色々な理由があって、結局使える容積が下がってしまうというときに、都市計画とのミスマッチが

起こってしまう。数字上は 200％・300％設定しているが、理論上のミスマッチは解消した方が良い

と考えている。

（斎藤委員）

・ そのミスマッチは日本全国で起こっていることで、どの地域でもあることなので、そこに問題にな

らないと思われる。

・ 結果的に容積が 100％くらいしか取れないというのはあるが、致し方ないと感じる。

（カー委員）

・ 飲食店などもスキー場の近くに全部置くというのはどうなのか。

・ もともとこのエリアを長い目で見たときに冬夏のバランスが取れていて、緑があるというコンセプ

トの話である。

・ 冬は冬で、従業員が来ているため良いが、グリーンシーズンについては、住むところをどうするか

など、１年を通して考えなければならないというのは、１回目の会議から話をしている。

・ 今は守るところ守りたい、それは同意だが、大きく切る、小さい箱でしかできないというのは、長

い目で見てお客さんのためにならない。お客さんが楽しくない。

・ リゾートの部分を含めて、全体的な話の中でグリーンシーズンのためにでもある計画になっている

のか。

（笠間部会長）

・ 保全型をどんなエリアにしていくか、どういう開発をしていきたいかというところから話す。

・ リゾート部（拠点型）にどんどん人が集まると、どんどん宿泊費も高騰していく。

・ 都市計画のルールの中では、保全エリアの中で全く開発を行うことができなくなる訳ではない。こ

れから保全エリアで開発はある程度できるが、宿泊施設は延床面積が 1,000 ㎡以下となると、今後

建ってくるものとしては、パノラマニセコやオーチャードなどができるようなイメージ。

（フィンドレー委員）

・ 森を守りたいということなら、坐忘林は土地に対して床面積が少ないが、なぜダメなのか。

（星加係長）

・ 「森を守りたい」だけでなく、水資源などのインフラ、周りへの環境についても守りたいというこ

ともある。

・ そのため、戸建て型でそれぞれにゆとりを持たせ、全面的には開発総量を抑えていきたいというこ

と。
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（フィンドレー委員）

・ 結局は、家みたいなものしか建てられない。

（星加係長）

・ そこは建て方によると思うが、基本的にそういう形態が多くなるとは思う。

（フィンドレー委員）

・ HANARIDGE はどうなるのか。

・ 道道 343 号線などでプランニングをしているところなど、そういうところも全部ダメということ

か。

・ そのような土地は、ホテルと別荘が一緒に建つようなものもダメだということか。

・ 観光産業を塞ぎたいにようと聞こえる。

（沼田委員）

・ 観光産業を塞ぎたいというより、そろそろゲームチェンジの時期であるという考え。

・ どんどん新しい建物が建っていくことが一生続くことはない。

・ ニセコよりも１クラス上の海外のリゾートはスクラップ＆ビルドではなく、うまくリノベーション

をして、価値を保っている。

・ 倶知安町は、コンドミニアムの供給が始まってから１５年ほど経っているので、あと１０年ほど経

つとまたリノベーションしていくと考えられる。

・ 色々な事業者から過密の指摘があるので、木を切っての開発ではなく、既存の資産価値を向上させ

たいという考えである。

（フィンドレー委員）

・ 古いものは、もう大体改装されているのでは。

（沼田委員）

・ まだあり、今後改装時期を迎える。

（笠間部会長）

・ ミッドタウン・ニセコの隣で造成工事がされているが。

（星加係長）

・ 開発行為の許可に基づくもの。

・ 大部分が沿道地区に入り低層型に当てはまってくる。奥側は保全型に当てはまることとなる。

（笠間部会長）

・ 木を伐採した開発であるか。

（星加係長）

・ 一旦皆伐はしているが、今後は沿道を中心に緑化をしていく計画と思われる。

（笠間部会長）

・ 本当なら切って植えるのではなく、もとある緑を生かした方がいい。それはこれからのことになる

と思うが。

（斎藤委員）

・ あのようなところは緑化率をしっかり設けると良い。
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（カー委員）

・ 緑を増やすことについては、みんな賛成で同じ考えであると思う。

・ 別荘地については、飲食店や買い物ができるところが建てられないのはお客さんのためにならない。

・ お客さんのため飲食店やショップも、こういったルールで縛ると開発者がより良い計画を立てるこ

とができない。

・ グリーンシーズンのことを考えると、全体的に店舗が建てられる部分が少なすぎる。

（星加係長）

・ 森林地域においては、森林法の開発行為が必要。

・ そこに焦点を当てて、それを敷地単位でやっていこうという考え。

・ 床面積の制限は考えているが、全く飲食店などが「ダメ」という制限の提案ではない。

■資料１ 景観地区のルール見直しについて（P13～） ＜資料説明＞

（笠間部会長）

・ 宿泊施設や店舗などの用途に関わる意見が出ているので、P13 からの特定用途制限の話に入っても

らった方が良い。

（星加係長）

＜P13 特定用途制限地域について（建築物）①＞

・ 建築物・工作物においてリゾート地の形成や周辺との調和のため、特定用途制限をもともと引いて

おり、リゾート地の目標像やリゾート地区土地利用方針を踏まえ見直しを検討している。

・ 工業系に関しては原動機使用で床面積 50 ㎡超えの工場禁止、一部地区で工場そのものを禁止して

いる。

・ 場所により程度の差はあるが、一定規模以上の危険物貯蔵施設、倉庫業を営む倉庫を禁止している。

・ 遊戯風俗系施設については、パチンコ屋などの遊戯施設、個室付き浴場業に係る公衆浴場等、一部

地区で宿泊施設附属を除くと記載し、キャバレー系の禁止を行っている。

・ 工場系は修正なしで、遊戯風俗系は風俗系の強いキャバレー系について、一部で認めていた「宿泊

施設附属」の記述を削除し、一切禁止にするイメージである。

＜P14 特定用途制限地域について（建築物）②＞

・ 観光Ⅰ地区の拠点型の禁止用途の見直しは、農業系では畜舎について「宿泊施設附属」の記述を削

除し、15 ㎡超は一切禁止に修正、遊戯・風俗系ではカラオケボックス系を新たに禁止と追加し、

「宿泊施設附属」は許容するといった内容を検討。

・ 観光Ⅱ地区の低層型は、農業系は拠点型と同じ修正イメージで、遊戯・風俗系は劇場又は観覧場な

どは「宿泊施設附属」の記述を削除し一切禁止とする改正イメージ。

・ 観光居住地区の羊蹄の里、ノースヒルズ、カントリーリゾート地区の維持型では、農業系は拠点型

と同様で、もともと羊蹄の里やノースヒルズでは店舗や飲食店など床面積 150 ㎡を超えるものを認

めないとしているので、それに事務所を加え、床面積は従前を維持しつつも「兼用住宅」において

面積要件を除く修正を検討している。

・ また、ホテル等の床面積 1,000 ㎡超を禁止することを追加する考え。
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＜P15 特定用途制限地域について（建築物）③＞

・ 観光Ⅲ地区の山田Ⅰ、パビリオンズ地区が入る維持型は、商業系について今までなかったが、集積

する場所には緑が多い場所なので、ボリュームを抑えていく。

・ 商業系では、店舗・飲食店に事務所を加え、床面積 500 ㎡の禁止しながら、「兼用住宅」において

面積要件を除く、ホテル等の床面積 1,000 ㎡超の禁止を検討。

・ 店舗・飲食店は樺山沿道や山田沿道、ローワービレッジ地区等については、床面積を制限しない方

向で考えている。

・ 保全型のところも商業系のところで店舗・飲食店に事務所を加え、床面積 1,500 ㎡超から 500 ㎡超

へ強化、また保全的な土地利用とするため、「宿泊施設附属」の記述を削除する方向で考えている。

・ このエリアの開発状況を踏まえ、ホテル等の床面積 1,000 ㎡超を禁止としている。

・ 店舗・飲食店等の 500 ㎡の実際のイメージは、樺山のルピシアレストラン、ホテル等の 1,000 ㎡の

イメージはパノラマニセコや HANARIDGE 等のヴィラタイプをイメージしている。

＜P16 特定用途制限地域について（工作物）＞

・ 工作物について、これまでのものに＋αで、景観に影響の大きい遊戯施設の工作物をコントロール

したい。

・ 観光のためのエスカレーター、コースターなど高架の遊戯施設、観覧車など原動機を使用して回転

運動をする遊戯施設を考えている。

・ ただ、拠点型については色々な要素が考えられるため外す。

＜意見交換＞

（笠間部会長）

・ 議論のポイントは、維持型・保全型では、店舗・飲食店等は 500 ㎡以下というところで、ルピシア

レストランくらいのイメージ。

・ 宿泊施設は床面積 1,000 ㎡というところで、パノラマニセコや HANARIDGE 等のヴィラタイプがイメ

ージとして挙げられた。

（斎藤委員）

・ ホテルの面積制限はベッド数を抑えていくという観点で、有効だと思う。

・ 一方で店舗・飲食店の面積まで規制する必要はあるか。

・ 数値をいじらなくても、500～1,000 ㎡くらいの飲食店等しか建たない。

・ 基本的に大箱の商業施設は、事業者はなかなか作らない。

・ 500 ㎡超、1,500 ㎡超がダメだと規制する必要はあるのか。

・ 全体的に規制する、規制するところが多くて、マイナスなイメージを持たれてしまう気がする。

（笠間部会長）

・ オーディンプレイスは床面積が超える。オーディンプレイスのような形ではなくルピシアみたいな

１つの場所に１軒というイメージ。宿泊施設についても同じイメージであるものが、このルール。
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（斎藤委員）

・ ホテルなど宿泊施設についてはわかる。

・ しかし、商業施設について沿道はどちらかというと、そのようなお店が多く並んでほしい。

（笠間部会長）

・ そのあたり（低層型）は、店舗床面積制限はないので建てられるエリア。

（星加係長）

・ 観光Ⅰ地区、観光Ⅱ地区は店舗の床面積の制限は特に定めていない。

・ 今の話は保全型と観光Ⅲ地区で、床面積 500 ㎡という形で示している。

（フィンドレー委員）

・ NAC の向かいの土地。もし自分に宝くじが当たって、そこを開発するとなったら、ウィスラーみた

いなところを作りたい。ウィスラーみたいな、人が歩くところは別で、その中の１階は全部店舗で、

上は宿泊施設。

・ 建物が連続しているところになると、簡単に 500 ㎡超える。全部重ねてとなると、すぐ超える。

・ ひらふエリアの中の大きいところの開発には、まとまった考えがあっても良いと思う。ひらふエリ

アの大きい土地に対しては、開発をできるようにしたい。

・ 作りたい、やりたいことができなくなってきてしまう。

（笠間部会長）

・ フィンドレー委員が仰っている場所は、緑で塗っているところ全部の話か。

・ モールみたいなものが作れた方が良いのか。

（フィンドレー委員）

・ そのようなところ（スキー場から離れた保全型のところ）に作るのは設備的に無理じゃないかと思

う。

・ 現在ひらふエリアに人が足を止めるところがない。

・ エリアの中に入って、車でなく徒歩で歩いて回る。道路沿いに店舗が並んでいるのは古い考え。

（星加係長）

・ 奥の方にいくと、ほとんどが森林地域であるので、森林法による拘束は出てくると思う。イメージ

しているような街並みが、そのエリアでどこまでできるかが疑問。

・ そのような土地であるため、宿泊施設が必ずしもダメではないが、もともとの環境にあったものを

ベースにすべきである。

（カー委員）

・ スケート場も作れないのか。

（フィンドレー委員）

・ スイスなどもカーリング場やスケート場あると人が入っている。

・ フリースタイルのトレーニングができる施設があり、その中にトレーニングジムやトランポリン、

ヨガスペースなどもある。

（星加係長）

・ スケートリンクや遊技場、ゴルフ練習場も同じ括りとなる。

・ 実際、今そのような動きはあるのか。
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（フィンドレー委員）

・ 話はある。どのように遊びやショッピングをやっていくか。それがないと夏シーズンも賑わうこと

はない。

（星加係長）

・ 特定用途制限地域では、記載されている用途が制限されるが、「但し書き」として、「町長が認めた

場合」という規定がある。その規定を適用するためには、都市計画審議会を開くことや周りの環境

を考えてなどの条件はあるが、個別に適用を除外することができる。

・ １つの考え方として、厳しめの網をかけておき、環境への配慮方法や周囲の方への説明などによる

判断のもと、そこを除外して OKとするやり方もある。

・ ルールは町の条例に基づくことになる。

（カー委員）

・ 最低敷地面積 1,000 ㎡で切ることには賛成。だが、最初からショッピングについて 50 坪（165 ㎡）

でも 100 坪（330 ㎡）でも良い。

・ リゾート地区の入口や町の方で緑を残す。樺山や山田Ⅱ地区の方は小さな居酒屋など小さな店を出

せるようにしてはどうか。

・ 水道もない大きな開発は、自分で井戸を掘っている。下水もないため皆、浄化槽でやっている。

・ 具体的には、ひらふリゾートに近いところを縛ってしまうと、夏は特にもったいないことになる。

近いところはお店も持てるようにした方がいい。

（沼田委員）

・ 近いところは「沿道地区」の土地利用になっている。

（星加係長）

・ 現段階では、この沿道型はどの大きさの飲食店を建てても良しとしている。

・ 道道の中心から左右 60ｍを予定。

（カー委員）

・ 「沿道地区」のところは良い。

・ 「沿道地区」の下のエリア、山田Ⅱ地区で今はできないので、樺山と同じくリゾートに近いところ

は飲食店・店舗など買い物できるところができた方が良い。

（沼田委員）

・ １３年前、この場所は開発が見込まれるとのことで、建ぺい率も特定用途制限もかなり緩めにした。

・ しかし、１３年経っても何もできていなく、森が残っている状態なので、保全していこうというこ

とである。

（カー委員）

・ 何も起きていないわけではない。NAC の向かいについては、結構動き出している。

（星加係長）

・ 「起きている」という表現は、行政レベルでは、実際の開発行為（許可申請）がされていることが

判断基準になる。

（カー委員）

・ 緑を残したいのは賛成だが、敷地面積 1,000 ㎡で 1つの居酒屋を建てることは難しい。食べるとこ



15

ろや買い物するところがなく、モールなども最初からダメというのはおかしいと思う。

（沼田委員）

・ カー委員は NAC の向かいの土地が大丈夫であれば良いのか。

・ 賑わいのあるエリアから離れたところで居酒屋などは現実的でないと思う。

（カー委員）

・ NAC の向かいの土地、親爺川、それから樺山、ひらふ地区の周辺のエリアはリゾートだと思ってお

り、その辺りの制限が厳しくなることは困るのではないかと思っている。

・ リゾートで良いようにするには夏にも合うような、ゆとりを持った開発が必要だと思う。

（フィンドレー委員）

・ リゾートにプラスになるのは、遊ぶところ食べるところ、足を止めるところ。

・ 開発制限がかかるとなると、リピートされるリゾートにならないと思う。

（沼田委員）

・ 道路も通ってないところは大丈夫。

・ フィンドレー委員の話だと、提案があった土地で飲食店が大丈夫なら良いということか。

（フィンドレー委員）

・ 大きな土地の中にホテルがあったり、食べるところがあったり、買い物ができるような、そのよう

な場所。

（カー委員）

・ ひらふは現在、上手くいっていない。ひらふのリゾートを長い目で見てどう変化させていくか。

・ 今困っているところは、飲食店や買い物ができる場所がほしいため、それらが建つようなルールが

ほしい。そうすると、ひらふ全体がリゾートとして良くなる。

（笠間部会長）

・ ローワービレッジと樺山のところと NAC の向かいの土地は、ウィスラーのようなみんなが夜中まで

歩いてぶらぶらできるような、街みたいなものができてくると良いという意見か。

（カー委員）

・ 開発行為を起こすためにグリーンスペースを残して行く考えには賛成。しかし、開発者が道路を作

って、分譲して、売ることとなると思うが、土地の販売になったときに、今のようなルールにする

と、大きい立派な別荘しかできなくなるため、バランスが取れていないと感じる。

（笠間部会長）

・ 100 坪（330 ㎡）でも大きい部類になるのか。

（カー委員）

・ 100 坪（330 ㎡）なら 100 坪でも 300 坪（1,000 ㎡）よりは良い。

・ はっきりしたルール、厳しくしても良いと思うが、そうするとデベロッパーが区画を切る際に土地

を小さく切って、安い値段で飲食業に売るといった頭になってしまうため、そういうところは大き

くこのくらいで動きましょうというのは（必要）。

（星加）

・ 現行のものだと、ペンションビレッジのサイドに大沢川沿いと山田Ⅱ地区がある。それぞれその２

つのエリアは建築物の高層化も今は認めており、特に宿泊施設や店舗の制限もない場所。

・ 今ご意見いただいている大体の場所としては、この２つの地区ということで良いか。

・ ここまで大きくなくても、山田Ⅱ地区はパビリオンズの手前くらいまでで良いかもしれないが。
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（フィンドレー委員）

・ セブンイレブンの信号のところも、最近盛り上がっている。

（星加係長）

・ 沿道はある程度建てられる。

（フィンドレー委員）

・ 例えば樺山エリアになると、ウォッカの工場を作られないルールになっている。

（星加係長）

・ そのような話については、個別の判断になってくるかと思われる。

・ ウォッカを作るときに大量の水を使うことも、環境への影響を考える必要がある。

（笠間部会長）

・ 保全地区において、例えば遊戯施設はスポーツに関するものは OK、工場も地域の物を活かしていく

という観点で、食品なら OKというようにしておくのも、１つの案かもしれない。

・ スケート場など、屋内でできる施設や地域のものを活かせる施設が建つのは良い。

（沼田委員）

・ １２年前の特定用途を決めたときは、大規模なゴルフ練習場やアイスアリーナについてはこのエリ

アに合わないという意見があった。その中で、テニスコートは問題ないなど、個別の話にはなって

いた。

（カー委員）

・ 今スケートボードも人気になっている。スキー以外で人を受け入れる施設が大事だと思う。

（星加係長）

・ 屋外の遊戯施設については問題ない。

・ 屋内ということなら、もう少し制限について検討する必要がある。

（笠間部会長）

・ ひらふ地区の周辺は「小さなお店が立ち並んで歩いて楽しめるリゾート」にできなくなるような制

限にしてしまうのは、将来楽しめなくなるのでもったいないのではないか、という意見をいただい

た。

・ 遊戯施設については種類を細かくして、保全地区の店舗・飲食店はルピシア、宿泊施設については

パノラマニセコのイメージでということ。

（カー委員）

・ 縛りは必要だと思う。ただ、リゾートのエリアははっきりしているため、リゾートを制限するのは

良くない。リゾートの周辺のみの首を絞めることをやめてほしい。

・ 離れているエリアを制限するというのは１つの考え方かもしれない。

（カー委員）

・ 容積について 300％から 50％にすることは激しいので、その辺りは改めて考えてほしい。

（笠間部会長）

・ 例えば 200％を 150％にするというように、少しだけでも下げることが良くないのか、今の提案の

ように極端に下げるのが良くないのか、どういう考えか。
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（カー委員）

・ 150％や 100％のラインで、少し下げるのは良いと思う。

・ 半分や 200％などの数値にすることは、大きすぎる。

（星加係長）

・ 今の都市計画の数値設定だと、150％という区切りがないため、選ぶとすると 200％、100％、80％、

50％となる。

・ ノースヒルズや羊蹄の里は 100％という数字で現実的に展開しているので、その辺りを落としどこ

ろにしてはどうか。

（カー委員）

・ ノースヒルズは、あまり飲食店がない。

・ 現在の建物の管理方法としては、お金持ちの外国人が買って数ヶ月使って、後は使わない、後は管

理会社が最低限やることになる。

・ そうなると、遊びに来たお客さんが何も食べるものがない等となることを懸念している。

・ 容積率が 150％ができないのであれば、200％で良いと思う。

・ 建ぺい率を 40％から 30％減らすのは賛成。

・ 容積率 200％という数字を明示しても、実際は 200％使えない。

（星加係長）

・ 西尾別・旭・花園といわれている広大なエリアでは、容積は現状 200％であり、それから変わらな

いというイメージで考えているということで良いか。

（フィンドレー委員）

・ 今、来ているお客さんには何が必要か。

・ リゾート開発はほとんどコンドミニアムで、ひらふエリアから離れると、一軒家の別荘が多い。

・ ひらふエリアの中はコンドミニアム開発が多い。

・ お客さんに何が必要かと考えたときに、今後もっとコンドミニアムを増やしていくことが必要であ

るのか。

・ お客さんのニーズとして、コンドミニアムに泊まりたいのか、ホテルみたいなものが必要なのか、

何が必要なのか、に対するルール制限となっているのかという質問。

（沼田委員）

・ 最近だとお客さんが多様化しているため、コンドミニアム一辺倒ではなく、以前よりもホテル宿泊

も増えてきている。坐忘林や楽水山など普通のホテルもできてきている。

（斎藤委員）

・ 全体に高級施設なので、もう少し泊まりやすい施設があっても良い。

・ ヴィラタイプに限定する必要はないと思っている。小規模なホテルでも良いと思う。

（星加係長）

・ ヴィラタイプというのは、それにこだわっている訳ではなく、イメージの共有として書いたので、

ホテルでも問題ない。
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（斎藤委員）

・ 保全地区の中でパビリオンズや羊蹄の里周辺と他の保全地区は、ひらふに対する距離がだいぶ違う。

・ 「P3 リゾート地の賑わいを支える機能」と書かれているが、前々回に部会に参加した際に申し上

げたことに通じるが、その中に従業員の宿泊施設も含まれると思う。

・ 今まで従業員を４人部屋として住まわせていたが、コロナウイルスの影響で最低限２人部屋にする

ようになったため、今後もそういった施設が必要になってくる。

・ 同じ保全型でも、ひらふに近いエリアは従業員施設も必要になるかと思われるため、同じ保全型で

も色合いが異なる。

（笠間部会長）

・ それは共同住宅となるため、何とかなる。

（斎藤委員）

・ 共同住宅になるが、そのようなところは 50％というのは厳しい感じもする。

（星加係長）

・ 各エリアで課題がある。その解決手法として整理している。

・ 手法を活用する中で現実的なボリュームも絞られてくる。

・ 実際のボリュームというのは、実際のボリュームと実現するボリュームに乖離がある。

・ 日本全国でも容積率を全部使用しているというところはなかなかない。ただ、ある程度エリアとし

ての適正なボリュームも、この辺りが頭打ちというところを示したいという気持ちであった。

・ 斎藤委員としては、そのようなところも触らない方が良いと思っているか。

（斎藤委員）

・ マイナスイメージがあるので、そこは触らなくても良いと思っている。その辺は弄らない方が良い。

・ 緑化率を設定することにより、建てられる範囲が減るので、容積率は使いきれなくなるはずである。

（沼田委員）

・ それは容積の話で、建ぺい率についても同じような考え方か。

（斎藤委員）

・ 容積率 200％で建ぺい率 30％はバランス悪い。

（笠間部会長）

・ 容積率 200％なら建ぺい率 40％が良い。

（フィンドレー委員）

・ 宿泊施設が禁止のエリアは全部ダメなのか。

（星加係長）

・ 生活・居住空間と一体となっている、オーナーが住みこむような宿泊施設については除くこととし

ている。

（フィンドレー委員）

・ ワイススキー場が仮に再始動し盛り上がっても、その周辺は宿泊施設を建ててはいけないのか。

・ 北側の準都市計画区域拡大部分は誰かの土地ではなかったか。
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（星加係長）

・ 硫黄川を境に景観地区の設定を考えており、硫黄川の北側はそう考えている。

・ もともとの景観地区の境界線が硫黄川である。

（笠間部会長）

・ もしワイススキー場が復活して、花園とワイススキー場を繋ぐロープウェイやゴンドラなどができ

れば、今後１０年、２０年後に見直すことは考えられるのではないか。

（桜井室長）

・ 見直しの時期も将来やってくるので、今回の計画がずっと続く訳ではない。

（フィンドレー委員）

・ 高速道路が来ると、その後黒松内までつながるという話ができているが、倶知安町にちょっと寄っ

てもらいたい。そのことについて、駐車場や交通のことは考えられているか。

・ 高速道路は走りやすいので、１月や２月は特に安全面でこちらのスキー場へのニーズが増えるので

はないか。高速道路から降りてくる車を引っ張りたい。

・ 新幹線もそうだが、その後どのように人を運ぶかなどのプランがあるか。町に行ってお金を落とし

てもらえるような。

・ 交通量は増えると思われるため、増えていく分についての考え方は何かあるか。

・ 峠を越えず安全に高速道路で来ることができるので、今までより町に人が来ると思う。

（沼田委員）

・ リゾートの循環交通という面では、この冬から観光協会の方で実証事業を始める。＋αについては、

今後検証しながら進めようという話になっている。

・ 土地のことや第一駐車場の整備に合わせて、交通のことも少しずつ進めている状況である。

（笠間部会長）

・ 今までは車であちこちから来てた人が、IC や新幹線など倶知安の出入口から人が流れてくること

を考えて進めていった方が良いということか。

（フィンドレー委員）

・ 札幌に住んで、ICで降りて駐車場からバスで移動するというのは嫌だ。

・ 今、国は IC よりすぐに駐車場を作るべきだと思っている。

（カー委員）

・ 今の段階で、決まっている IC や新幹線について、このペーパーに残して検討していく必要がある。

（星加係長）

・ 仮の話の中、なかなか今の段階で進めていくことは難しい。

（フィンドレー委員）

・ 今日の１番伝えたいポイントは、なるべくこの観光産業を潰したくない。潰すようなルールではな

いものにする必要がある。

・ だからこそ、そのような店舗などの話をしている。

（星加係長）

・ そのようなサービスをしっかり提供していくことは、町にとっても利益になるため重要だと考える。

・ それに加えて、豊かな自然環境を守っていくか、そことどう折り合いつけていくかということが大
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切だと思う。

（フィンドレー委員）

・ 坐忘林のような施設がダメというルールは良くない。

（沼田委員）

・ 坐忘林が悪いわけではない。同じようなものがここにも、あそこにもと出てくると、コントロール

ができなくなってしまう。

（カー委員）

・ リゾートエリアに近いところでは、坐忘林がもう少しできると、町としても魅力のプラスになる。

（星加係長）

・ インフラの許容量がオーバーしている状態で、町としてもそこまでの開発を受け入れることが難し

い。お客様を迎え入れるインフラが整っている状況ではない現状で、全て良いとはできない。

・ 緑豊かな土地においては、ある程度サイズダウンの考えが必要。

（フィンドレー委員）

・ 今 18,000 ベッドとしてるが、50,000 ベッドを目指すのは悪いことか。

・ 倶知安の社会的に、エリアに対して良いか悪いかという話。

（沼田委員）

・ もしもスキー場がもっと大きくなり、道路も広くなり、地下鉄もできてインフラが十分に整ってい

るならばできるが、現状できていない状態で難しい。

（フィンドレー委員）

・ 地元の人は開発が進みすぎということであるが、海外の事例を見ると何が良いのか、悪いのかわか

らないため、そこを知りたい。

（沼田委員）

・ 海外事例アメリカのブリッケンリッジだと、地元の軋轢が生まれて、アメリカだと日本よりも法律

に柔軟性があるが、リフトの数とベッド数のバランスを取っている。

・ スイスなどでは、規制がない状態でスプロール化が進み、交通渋滞などで二進も三進もいかなくな

り、ブランド力が下がっている事例も出ている。

（フィンドレー委員）

・ リフト数とマッチすることは良いと思うが、この町に良いことなのか、悪いことなのか。

（沼田委員）

・ 仮に全てが整っていれば町にとっては良いが、そうではない現状では現実的ではないという話にな

ってくる。

（星加係長）

・ 現状から整理すると、自然環境やインフラなどの背景を踏まえ、観光地マスタープランをまとめた。

・ そこを基軸として考えていくことが必要だと考える。

（フィンドレー委員）

・ スペインで観光に関して大きなプロテストを起こしていた事例など、あちこちの事例がある。
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・ 地元の方が自分の生活や、社会的に暮らしが潰されることに対して、不満を挙げている例もある。

（沼田委員）

・ 都市とリゾートでは違う。

・ 都会だと住んでいる人が税金を納め、町のインフラを整えることができる。

・ 俱知安では宿泊税は徴収したとしても、そこまでのインフラを賄えるくらいの資金がない。

■資料２ 景観地区の緑化率のルールのシミュレーション ＜資料説明＞

（笠間部会長）

・ 緑化率の方の話に入っていただく。

（星加係長）

・ 10％などの数値基準を定めたいが、緑を配置してほしい場所に配置されるようなルールとしたい。

・ 木の高さなどによって換算面積を変え、ボーナスエリアを設定し、赤いところに植樹すると２倍の

換算面積にする、既存樹による緑化をすると１.５倍の換算面積にする、など求める緑化率は高く

とも、ボーナスなどで満たしやすいようにしている。

・ その代わり、芝生だけで率（％）を満たそうとすることは切ないため、芝生に対しての換算面積は

低くすることを考えている。

・ 時間が過ぎているので、簡単な説明だが何か意見があれば。

＜意見交換＞

（斎藤委員）

・ 札幌のルールに近いが、札幌では緑化率と緑地率両方あるが、倶知安では緑化率だけか。

（星加係長）

・ 緑化率だけで考えている。

（３）その他

（笠間部会長）

・ 斜面、地盤面について確認したいと思っていたが、別途個別に話をしたい。

（フィンドレー会長）

・ MPB や観光協会に今日の資料を渡しても良いか。

（星加係長）

・ 問題ない。
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（星加係長）

・ 最後に色々ご意見いただいたので、改めて、今日お話しさせていただいた内容について、頭の整理

を行いたい。

・ 容積率に関しては厳しい意見が多く、特に、数値に関しては、もともとの数値でいくべきではない

か。他のルールで規制をかけていくべき、という意見が多かった。

・ ひらふ地区周辺の保全地区においては、もう少し皆さんが楽しめる用途を実現できるように、楽し

める要素を誘導できるようなルールにできないか、という意見が多かった。

・ 皆さんが楽しめるというところで、保全型についても、限定的としながらも許容できる用途もある

という意見。

・ その他、ひらふ地区から離れている保全地区については、カー委員の方でもあったが、ある程度の

縛りを設けるということについては、理解を得られた意見もいただいているので、特定用途地域の

床面積もある程度そのあたりをベースにして考えていきたい。

（笠間部会長）

・ 最低敷地面積については、店舗や飲食店の場合の話もあった。

（フィンドレー委員）

・ 自分はまだ、保全エリアの遠いところでも、飲食店や坐忘林のような宿泊施設が悪いというのは疑

問。宿泊施設ができないことは賛成していない。

（カー委員）

・ 坐忘林は１部屋２人部屋で１５部屋。パノラマニセコのビルが１軒家で１３名ほど泊まれる。イン

フラのことを考えるのであれば、そのことも考える必要がある。

・ ヴィラのトイレ関係の数も半端ではない。床は大きいがピロー数は少ない。その辺りの関係も必要。

（フィンドレー委員）

・ １軒家のペンションに泊まったことがあるが、湯船が大きいところもあったので、水をすごく使っ

た。水のことについては、その辺りのことも考えられる。

（星加係長）

・ 坐忘林のこともあるが全体のことを考えると、面的に抑えていった方が周辺環境にマッチするとい

う考え。

・ 敷地に対して、人数をある程度考えた際に、HANARIDGE はどのくらい入るかわからないが、開発区

域の面積が広い中で、全体的なことを考えると、面的にそれぞれで抑えていただきたいと思ってい

る。

（笠間部会長）

・ 宿泊施設 1,000 ㎡を超えるとダメということではないということだが、日本のルールだとその辺が

難しいので、1,000 ㎡で切って、その中でやっていくしかないのかな、というのが正直なところ。

（フィンドレー委員）

・ 別の意見もある

・ 坐忘林は緑も残しているし、全然悪くない。小さく建てても、どっちもどっちということもあると

思う。
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（笠間部会長）

・ いただいた意見を踏まえて、次回に向けて整理していきたい。

（桜井室長）

・ 次回の開催については来月以降予定している。

・ 来月か１１月の上旬で考えている。残り２回実施予定である。

４ 閉会


